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物
な
ど
の
新
築
・
増
改
築
な
ど
を

行
う
際
に
必
要
な
建
築
確
認
申
請

の
審
査
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
違
反
し
た
場
合
は
、
建

築
基
準
法
に
基
づ
く
違
反
是
正
の

対
象
に
な
る
ほ
か
、
条
例
に
定
め

る
罰
則
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
条
例
お
よ
び
地
区
計
画
の
内
容

の
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
都
市
計
画
課
土
地
利

用
計
画
担
当
☎
４
７
０
・
７
７
８

２
へ
。

　
　
年　
月　
日
に
「
東
久
留
米

２９

１１

１５

駅
神
山
線
沿
道
神
宝
町
地
区
地
区

計
画
」
を
決
定
し
た
こ
と
に
伴
い
、

「
東
久
留
米
市
地
区
計
画
の
区
域

内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関

す
る
条
例
」
を
一
部
改
正
し
、
３

月　
日
か
ら
施
行
し
ま
し
た
。

３０
　
今
回
の
改
正
は
、
同
地
区
計
画

の
「
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
」

で
定
め
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
「
建

築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
」

「
壁
面
の
位
置
の
制
限
」
お
よ
び

「
建
築
物
の
高
さ
の
最
高
限
度
」

の
特
に
重
要
な
事
項
を
新
た
に
定

め
る
も
の
で
す
。

　
条
例
で
定
め
た
事
項
は
、
建
築

　
市
で
は
、
生
産
緑
地
法
な
ど
の

改
正
・
施
行
を
受
け
、
緑
地
機
能

を
持
つ
農
地
の
計
画
的
な
保
全
を

図
る
た
め
、
生
産
緑
地
地
区
に
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
の
規
模

の
下
限
を
５
０
０
平
方
丿
か
ら
３

０
０
平
方
丿
へ
と
引
き
下
げ
る

「
東
久
留
米
市
生
産
緑
地
地
区
に

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
の
規

模
に
関
す
る
条
例
」を
制
定
し
ま

し
た
。併
せ
て「
生
産
緑
地
地
区
の

再
指
定
」と「
一
団
の
も
の
の
区

域
」の
緩
和
の
制
度
改
正
を
含
む

「
東
久
留
米
市
生
産
緑
地
地
区
指

定
基
準
」な
ど
の
改
訂
を
行
い
、４

月
１
日
付
で
施
行
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
平
成
３
年
に
施
行
さ
れ

た
生
産
緑
地
法
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
生
産
緑
地
地
区
に
対
し
て
「
特

定
生
産
緑
地
制
度
」
が
創
設
さ
れ
、

生
産
緑
地
地
区
の
指
定
か
ら　
年
３０

を
経
過
す
る
農
地
に
つ
い
て
、
買

い
取
り
申
し
出
期
間
を　
年
延
長

１０

で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
今
後
、
同
制
度
の
手
続
き
な
ど

の
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
改
め
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
都
市
計
画
課
計
画
調

整
担
当
☎
４
７
０
・
７
７
６
２
へ
。

　
　
年
４
月
分
か
ら
、
特
別
児
童

３０
扶
養
手
当
、
特
別
障
害
者
手
当
、

障
害
児
福
祉
手
当
の
手
当
額
が
改

定
さ
れ
ま
し
た
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

　
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る　
歳
未
満
の
児
童
を
監
護

２０

し
て
い
る
父
母
ま
た
は
養
育
者
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

　
①
愛
の
手
帳
１
～
３
度
程
度
②

身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
程
度

③
長
期
間
安
静
を
必
要
と
す
る
病

状
ま
た
は
精
神
の
障
害
に
よ
り
、

日
常
生
活
に
著
し
い
制
限
を
受
け

る
児
童
。

　
た
だ
し
、
施
設
入
所
者
、
児
童

の
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
に
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
※
申
請
者
本
人
・
配
偶
者
・
扶

養
義
務
者
の
所
得
制
限
あ
り
。

　
【
手
当
月
額
】１
級
＝
５
万
１
７

０
０
円
▼
２
級
＝
３
万
４
４
３
０

円特
別
障
害
者
手
当

　
　
歳
以
上
で
、
重
度
の
障
害
が

２０
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
常
時
特

別
の
介
護
が
必
要
な
方
（
お
お
む

ね
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
程

度
、
愛
の
手
帳
１
・
２
度
程
度
で
、

そ
れ
ら
が
重
複
し
て
い
る
方
ま
た

は
、
そ
れ
ら
と
同
等
の
疾
病
、
精

神
障
害
の
方
）
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
施
設
入
所
者
お
よ
び
病

院
な
ど
に
３
カ
月
を
超
え
て
入
院

し
て
い
る
方
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。
　
※
申
請
者
本
人
・
扶
養
義
務
者

の
所
得
制
限
あ
り
。

　
【
手
当
月
額
】２
万
６
９
４
０
円

障
害
児
福
祉
手
当

　
　
歳
未
満
で
、
重
度
の
障
害
が

２０
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
常
時
介

護
を
必
要
と
す
る
方
（
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
お
よ
び
２
級
の
一
部

程
度
、
愛
の
手
帳
１
度
お
よ
び
２

度
の
一
部
程
度
の
方
ま
た
は
、
そ

れ
ら
と
同
等
の
疾
病
、
精
神
障
害

の
方
）
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
施
設
入
所
者
お
よ
び
障
害
年

金
な
ど
の
受
給
者
に
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

　
※
申
請
者
本
人
・
扶
養
義
務
者

の
所
得
制
限
あ
り
。

　
【
手
当
月
額
】１
万
４
６
５
０
円

心
身
障
害
者
福
祉
手
当

　
次
の
①
・
②
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
①　
歳
以
上
で
、
身
体
障
害
者

２０

手
帳
１
・
２
級
、
愛
の
手
帳
１
～

３
度
、
脳
性
ま
ひ
ま
た
は
進
行
性

筋
萎
縮
症
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
②
身
体
障
害
者
手
帳
３
・
４

級
、
愛
の
手
帳
４
度
、
ま
た
は
難

病
医
療
費
助
成
受
給
者
の
方
。

　
た
だ
し
、
施
設
に
入
所
し
て
い

る
方
、　

歳
以
上
で
新
た
に
対
象

６５

要
件
を
満
た
し
た
方
、
児
童
育
成

手
当
の
障
害
手
当
を
受
給
中
の
方

は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

　
※
申
請
者
本
人
の
所
得
制
限
あ

り
。　

歳
未
満
の
方
は
扶
養
義
務

２０

者
の
所
得
制
限
あ
り
。

　
【
手
当
月
額
】①
が
１
万
５
５
０

０
円
、
②
が
４
０
０
０
円

心

身

障

害

者 

福
祉
手
当
住
宅
加
算

　
次
の
①
・
②
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
①
手
当
月
額
１
万
５
５
０
０
円

の
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
を
受
給

し
て
い
る
方
②
市
内
の
民
間
ア
パ

ー
ト
・
借
家
な
ど
に
居
住
し
、
市

か
ら
他
の
住
宅
扶
助
を
受
け
て
い

な
い
非
課
税
世
帯
の
方

　
【
手
当
月
額
】
３
５
０
０
円

重
度
心
身
障
害
者
手
当

　
重
度
の
心
身
障
害
の
た
め
、
常

時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
方

（
重
度
の
知
的
障
害
で
常
時
特
別

な
介
護
を
必
要
と
す
る
方
、
重
度

の
知
的
障
害
と
身
体
障
害
の
重
複

障
害
の
方
、
重
度
の
肢
体
不
自
由

で
四
肢
機
能
が
失
わ
れ
座
っ
て
い

る
こ
と
が
困
難
な
方
）
に
支
給
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
施
設
入
所
者

お
よ
び
３
カ
月
を
超
え
て
入
院
し

て
い
る
方
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
※
申
請
者
本
人
の
所
得
制
限
あ

り
。　

歳
未
満
の
方
は
扶
養
義
務

２０

者
の
所
得
制
限
あ
り
。

　
【
手
当
月
額
】
６
万
円

　
詳
し
く
は
特
別
児
童
扶
養
手
当

が
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
３
６
、
そ
の
他
の

手
当
が
障
害
福
祉
課
☎
４
７
０
・

７
７
４
７
へ
。

　
市
で
は
、
４
月
１
日
付
で
部

課
長
お
よ
び
係
長
・
係
員
の
異

動
を
行
い
ま
し
た
。
部
課
長
級

の
異
動
は
次
の
通
り
で
す
（
カ

ッ
コ
内
は
前
職
。※
は
再
任
用
）。

部

長

級

　
議
会
事
務
局
長
兼
議
会
事
務

局
次
長
事
務
取
扱
※
（
議
会
事

務
局
長
兼
議
会
事
務
局
次
長
事

務
取
扱
）
荒
島
久
人
▽
企
画
経

営
室
長
（
企
画
経
営
室
参
事
兼

企
画
経
営
室
主
幹
事
務
取
扱
）

土
屋
健
治
▽
総
務
部
長
（
企
画

経
営
室
長
）
佐
々
木
弘
治
▽
市

民
部
長
（
環
境
安
全
部
長
兼
危

機
管
理
室
長
）
山
下
一
美
▽
環

境
安
全
部
長
兼
危
機
管
理
室
長

（
総
務
部
職
員
課
長
）
下
川
尚

孝
▽
福
祉
保
健
部
長
兼
福
祉
事

務
所
長
※
（
福
祉
保
健
部
長
兼

福
祉
事
務
所
長
）
内
野
寛
香
▽

子
ど
も
家
庭
部
長
（
会
計
課
長
）

坂
東
正
樹
▽
教
育
部
長
（
子
ど
も

家
庭
部
長
）
森
山
義
雄

課

長

級

　
企
画
経
営
室
主
幹
〈
多
摩
北
部

都
市
広
域
行
政
圏
協
議
会
事
務
局

担
当
〉（
東
京
都
）畠
山
栄
▽
企
画

経
営
室
行
政
管
理
課
長
（
総
務
部

管
財
課
長
兼
主
査
事
務
取
扱
）
久

保
田
嘉
代
子
▽
企
画
経
営
室
秘
書

広
報
課
長
兼
秘
書
係
長
事
務
取
扱

（
環
境
安
全
部
〈
危
機
管
理
室
〉

防
災
防
犯
課
長
）
佐
川
公
行
▽
総

務
部
職
員
課
長
（
企
画
経
営
室
行

政
管
理
課
長
）
道
辻
正
信
▽
総
務

部
職
員
課
主
幹
〈
東
京
市
町
村
総

合
事
務
組
合
派
遣
〉（
総
務
部
職
員

課
主
幹
〈
東
京
市
町
村
総
合
事
務

組
合
派
遣
〉）林
幸
雄
▽
総
務
部
管

財
課
長
兼
主
査
事
務
取
扱
（
教
育

部
生
涯
学
習
課
長
）
市
澤
信
明
▽

設
部
施
設
建
設
課
長
（
都
市
建

設
部
道
路
計
画
課
長
兼
用
地
係

長
事
務
取
扱
）
小
林
徹
雄
▽
会

計
課
長
（
企
画
経
営
室
秘
書
広

報
課
長
兼
秘
書
係
長
事
務
取

扱
）
渋
谷
千
春
▽
教
育
部
生
涯

学
習
課
長
（
企
画
経
営
室
財
政

課
主
査
）
森
田
吉
輝
▽
教
育
部

図
書
館
長
（
市
民
部
課
税
課
長

補
佐
兼
主
査
）
馬
場
幹
人
▽
監

査
事
務
局
長
※
（
監
査
事
務
局

長
）
齋
藤
昇
司

　
詳
し
く
は
職
員
課
☎
４
７

０
・
７
７
１
６
へ
。

市
民
部
納
税
課
長
※
（
児
童
青
少

年
課
長
）
田
中
潤
▽
環
境
安
全
部

〈
危
機
管
理
室
〉
防
災
防
犯
課
長

（
環
境
安
全
部
環
境
政
策
課
長
兼

生
活
環
境
係
長
事
務
取
扱
）
小
泉

勝
巳
▽
環
境
安
全
部
環
境
政
策
課

長
兼
計
画
調
整
係
長
事
務
取
扱

（
監
査
事
務
局
長
補
佐
兼
主
査
）

岩
澤
純
二
▽
福
祉
保
健
部
福
祉
総

務
課
長
（
福
祉
保
健
部
福
祉
総
務

課
長
兼
高
齢
者
福
祉
係
長
事
務
取

扱
）
菅
原
信
▽
福
祉
保
健
部
障
害

福
祉
課
長
（
福
祉
保
健
部
障
害
福

祉
課
長
兼
主
査
事
務
取
扱
）
後
藤

寿
之
▽
福
祉
保
健
部
健
康
課
長
※

（
福
祉
保
健
部
健
康
課
長
）
遠
藤

毅
彦
▽
子
ど
も
家
庭
部
児
童
青
少

年
課
長
（
福
祉
保
健
部
福
祉
総
務

課
保
護
１
係
長
）
新
妻
理
成
▽
都

市
建
設
部
都
市
計
画
課
長
兼
主
査

事
務
取
扱
（
都
市
建
設
部
都
市
計

画
課
主
査
）
久
保
隆
義
▽
都
市
建

設
部
道
路
計
画
課
長
兼
用
地
係
長

事
務
取
扱
（
都
市
建
設
部
施
設
建

設
課
長
）
武
内
浩
司
▽
都
市
建
設

部
管
理
課
長
（
都
市
建
設
部
都
市

計
画
課
長
）
吉
川
雅
継
▽
都
市
建

　
永
田
昇
（
な
が
た
の
ぼ
る
）

前
副
市
長
お
よ
び
直
原
裕
（
な

お
は
ら
ひ
ろ
し
）
前
教
育
長
の

任
期
満
了
に
伴
い
、　

年
第
１

３０

回
市
議
会
定
例
会
に
お
い
て

「
東
久
留
米
市
副
市
長
の
選
任

に
つ
い
て
」
お
よ
び
「
東
久
留

米
市
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任

命
に
つ
い
て
」
の
議
案
が
上
程

さ
れ
、
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
４
月
１
日
付

で
新
副
市
長
に
西
村
幸
高
（
に

し
む
ら
ゆ
き
た
か
）
氏
（　
歳
）、

６２

新
教
育
長
に
園
田
喜
雄
（
そ
の

だ
よ
し
お
）
氏
（　
歳
）
が
就

５７

任
し
ま
し
た
。

　
副
市
長
の
任
期
は
４
月
１
日
～

　
年
３
月　
日
の
４
年
間
、
教
育

３４

３１

長
の
任
期
は
４
月
１
日
～　
年
３

３３

月　
日
の
３
年
間
で
す
。

３１副
市
長
に
西
村
幸
高
氏

　
同
氏
の
主
な
経
歴
は
次
の
通
り

で
す
。
昭
和　
年
４
月
に
東
久
留

５４

米
市
入
庁
、
そ
の
後
、
健
康
福
祉

部
介
護
福
祉
課
長
、
企
画
経
営
室

職
員
課
長
、
環
境
部
長
、
財
務
部

長
、
総
務
部
長
な
ど
を
歴
任
。

教
育
委
員
会
教
育
長
に 

園

田

喜

雄

氏

　
同
氏
の
主
な
経
歴
は
次
の
通

り
で
す
。
昭
和　
年
４
月
に
東

６１

京
都
入
庁
、
そ
の
後
、
教
育
庁

人
事
部
選
考
課
長
、
教
育
庁
人

事
部
選
考
課
長（
統
括
）、生
活

文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
私
学
部
私
学

行
政
課
長（
統
括
）、教
育
庁
地

域
教
育
支
援
部
義
務
教
育
課
長

（
統
括
）、中
部
学
校
経
営
支
援

セ
ン
タ
ー
所
長
、
教
職
員
研
修

セ
ン
タ
ー
企
画
部
長
、
西
部
学

校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
な

ど
を
歴
任
。

西村幸高
副市長

園田喜雄
教育長

市長

管
理
を
計
画
的
に
進
め
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

未
来
へ
の
責
任
を
果
た
す
べ

く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
解
決

し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
厳

し
い
財
政
事
情
だ
か
ら
こ
そ
、

厳
し
い
政
策
判
断
を
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
場
面
も
生
じ
、
市

民
の
皆
さ
ま
に
は
ご
理
解
・
ご

協
力
を
お
願
い
す
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　
　

年
度
予
算
は
、
待
機
児
童

３０
解
消
に
向
け
、
保
育
所
整
備
や

学
校
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
、
新
児

童
館
の
運
営
開
始
な
ど
子
育
て

環
境
の
充
実
に
努
め
、
公
共
施

設
の
老
朽
化
対
策
で
は
、
学
校

施
設
整
備
を
重
点
に
予
算
計
上

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の

活
性
化
、
税
収
構
造
の
向
上
に

向
け
た
上
の
原
地
区
の
開
発
に

伴
う
道
路
整
備
や
屋
外
運
動
施

設
整
備
の
た
め
の
予
算
を
計
上

し
ま
し
た
。
未
来
に
希
望
を
つ

な
ぐ
予
算
で
す
。

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん

は
、
ど
の
よ
う
な
新
年
度
を
お
迎

え
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
、
市
長
就
任
２
期
目
の
初

年
度
で
あ
り
ま
す
。
気
分
一
新
で

頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

さ
て
、　

年
度
予
算
編
成
は
、

３０

２
期
目
ス
タ
ー
ト
の
初
年
度
で
あ

り
ま
す
が
、
財
政
が
厳
し
く
課
題

が
山
積
み
す
る
中
で
、
い
か
に
将

来
に
つ
な
げ
る
予
算
と
す
る
か
検

討
を
重
ね
、
と
て
も
苦
労
い
た
し

ま
し
た
。

　

大
き
な
課
題
は
、
①
高
齢
社
会

②
人
口
減
少
社
会
③
公
共
施
設
の

老
朽
化
対
策
で
す
。
持
続
し
発
展

す
る
ま
ち
へ
と
、
こ
れ
ら
の
課
題

を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
て
い
く
の

か
、
ま
さ
に
市
政
の
転
換
期
を
迎

え
た
状
況
で
す
。
厳
し
い
財
政
状

況
に
あ
っ
て
も
、
超
少
子
高
齢
化

社
会
で
、
若
い
世
代
を
呼
び
込
む

た
め
の
子
育
て
環
境
整
備
は
必
須

で
す
。
ま
た
、
公
共
施
設
の
老
朽

化
は
一
気
に
進
ん
で
お
り
、
維
持

未

来

に

希

望

を 

つ

な

ぐ

予

算

　

桜
が
咲
き
、
進
学
や
就
職
を

迎
え
、
希
望
に
満
ち
た
新
年
度

副
市
長
に
西
村
幸
高
氏
、

教
育
長
に
園
田
喜
雄
氏
が

就
任
し
ま
し
た

４
月
１
日
付

市
人
事
異

４
月
１
日
付　

市
人
事
異
動動

生
産
緑
地
地
区

生
産
緑
地
地
区
のの

制
度
を
改
正
し
ま
し

制
度
を
改
正
し
ま
し
たた

建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建
築築築築築築築築築築築築築築築築築築築築築
制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制
限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限
条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条
例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例

建
築
制
限
条
例
のののののののののののののののののののののの

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部
ををををををををををををををををををををを
改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改
正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正
ししししししししししししししししししししし
ままままままままままままままままままままま
ししししししししししししししししししししし

　

一
部
を
改
正
し
ま
し
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた

特
別
児
童
扶
養
手
当
・

特
別
障
害
者
手
当
な
ど
の
ご
案
内
と

各
手
当
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す


